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茨城町移住・
定住支援補助金事業のご案内
（転入者向け）

茨城町
定住支
（転入

お知らせ

　町の人口増加と定住促進により、活力あるまちづくり
を推進するため、転入者が100万円以上のリフォーム工
事を行った場合、工事金額の４割（上限100万円）を工
事完了後に補助します。補助対象者や補助対象のリ
フォーム工事、申請書類等の詳細については、町ホーム
ページ、または、都市整備課までお問い合わせください。
▶対象　以下の要件をすべて満たす方
①転入日前１年間町外に居住し、平成31年４月１日以降
に住民登録された方、または、申請日前１年間町外に
居住し、令和２年３月15日までに住民登録され、居住
する方
②令和元年度において、年齢が50歳未満である方、また
は、転入者世帯に18歳未満の構成員がいる方
③申請時において、茨城町の町税等に滞納がない方
▶申請方法　申請書類を添えて都市整備課まで持参する

か、郵送にて提出してください。

▶申請期間　8月1日(木)～10月31日(木)
▶その他
 本補助金の認定を受けた方は、下記の金融機関におい
て、住宅リフォームローンの金利優遇を受けることがで
きます。詳しくは、各金融機関へお問い合わせください。
○常陽銀行
　長岡支店 ☎０２９－２９２－１２６２
　水戸ローンプラザ ☎０２９－２４７－６５６７
○茨城県信用組合
　奥谷支店 ☎０２９－２９２－１１６５
○水戸信用金庫
　茨城町支店 ☎０２９－２９２－６６１１　
※審査の結果、ご希望に添えない場合があります。
　【問合せ先】都市整備課
 ☎０２９－２４０－７１１６（直通）

介護慰労金支給申請を
受け付けます
介護慰
受け付お知らせ

　在宅で、寝たきりや認知症の高齢者等を介護している
家族に対し、家族の身体的・経済的負担の軽減を図るた
め、慰労金を支給します。
▶基準日　令和元年7月31日（水）
▶支給対象　次の①から③すべてに該当する方
①65歳以上の高齢者を在宅で介護している方
②令和元年度町民税非課税の世帯であること
③介護保険制度において、要介護４または５の認定
が、平成30年８月１日から令和元年７月31日まで
の期間中継続している方

▶支給条件
　平成30年８月１日から令和元年７月31日の間に介
護保険サービスを利用しなかった方（ただし、７日以
内のショートステイの利用を除く）

◆支給額　10万円
◆申請期日　８月30日（金）まで
◆申請方法　長寿福祉課（４番窓口）で申請してください。
◆持参するもの
　　介護保険証、印鑑、申請者（介護者）本人の口座が
わかるもの　

　【問合せ先】長寿福祉課
　　　　　　 ☎０２９－２９１－８４０７（直通）

介護保険料が変わります

わかるもの
【問合せ先】長寿福
　　　　　　 ☎０２

介護保お知らせ

　令和元年10月の消費税率10％への引き上げに合わせ
て、所得段階の第１段階から第３段階について、保険料軽
減が強化されました。詳しくは、下の表をご覧ください。

厚生労働省補助事業
自殺予防公開講座
厚生労
自殺予お知らせ

　一般の方を対象に公開講座を実施します。
▶日時　8月10日（土）午後２時～４時
▶場所　つくば国際会議場　中会議室202
 （茨城県つくば市竹園２－20－３）
▶内容　テーマ：
　　　　「子どもの生きづらさに耳を傾ける－自殺防止のために－」
　　　　講師：諸富　祥彦　氏（明治大学文学部教授）
▶参加費　無料　
▶申込　ネットからお申し込みください。
　https://www.kokuchpro.com/event/iid20190810/
　※右のコードからもお申し込みいただけます。

　【問合せ先】社会福祉法人
　　　　　　 茨城いのちの電話　事務局
　　　　　　 ☎０２９－８５２－８５０５

　【問合せ先】長寿福祉課
　　　　　　 ☎０２９－２９１－８４０７（直通）

未婚の児童扶養手当受給の方に
給付金が支給されます
未婚の
給付金お知らせ

　児童扶養手当受給者のうち、未婚のひとり親の方に対
し、令和元年度に臨時・特別の措置として給付金
（17,500円）が支給されます。なお、以前結婚したこ
とがある方や所得制限により児童扶養手当が支給されな
い方などは給付金が支給されません。
　対象と思われる方には、７月末に申請書を個別に郵送
します。

▶受付期間　8月1日（木）～12月2日（月）
　　　　　　※土・日・祝日は除く
▶受付時間　午前８時30分～午後５時
　　　　　 （正午から午後１時までを除く）
　【問合せ先】こども課
　　　　　　 ☎０２９－２４０－７１４４ （直通）

第１段階

30,900円

25,700円

軽減強化前
（変更前）
軽減強化後
（変更後）

第２段階

51,500円

42,900円

第３段階

51,500円

49,800円

令和元年度　介護保険料（年額）
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情報
８月の納税

○町県民税　　　　　　　２期
○国民健康保険税　　　　２期
○介護保険料　　　　　　３期
○後期高齢者医療保険料　２期
・下記納期限までに納付しましょう。

納期限は９月２日（月）

行政相談、行政書士相談会を
開催します
行政相
開催お知らせ

▶行政相談
　「どこの窓口に申請したらよいか教えて欲しい」な
ど、悩んでいることはありませんか。町では、総務大臣
から委嘱された２人の行政相談委員が活動しており、以
下のとおり相談を行います。

▶日時　8月5日（月）午後１時～４時
▶場所　茨城町総合福祉センター
　　　 「ゆうゆう館」２階　健康教育室２
▶行政相談委員　石井　敏幸
　　　　　　　   ☎０２９－２９２－０２６３（代）
　　　　　　　　海老澤　栄子
▶その他　事前申込不要、無料
　【問合せ先】町民協働課
　　　　　　 ☎０２９－２９１－８８０２（直通）
▶行政書士無料相談会
　「円満な相続がしたい」「会社を立ち上げたい」「必要
な許可は何か」など、暮らしの中でお困りのことはあり
ませんか。行政書士が、親切・丁寧に皆さまのお悩みを
お聞きし解決の促進を図ります。

▶日時　8月19日（月）午後１時～４時
▶場所　茨城町総合福祉センター
　　　 「ゆうゆう館」２階　会議室３
▶その他　事前申込不要、無料
　【問合せ先】水戸支部事務局　木村
　　　　　　 ☎０２９－２５１－３１０１

一斉催告を実施しています

納期限

一斉催お知らせ

　町税は福祉や教育、生活環境の整備など、様々な町民
サービスを遂行していくための貴重な財源です。町税の
滞納は、その財源確保に大きな影響を及ぼし、町民サー
ビスにも支障が出る可能性があります。この機会に納め
忘れがないかご確認ください。

▶一斉催告発送日：7月22日（月）
▶納付指定期日：8月　5日（月）

※令和元年６月末時点で未納がある方を対象に、催告書
を送付しています。
　【問合せ先】税務課
　　　　　　 ☎０２９－２４０－７１０４（直通）

予防接種はお済みですか

▶その他 事前申込
【問合せ先】水戸支
　 　 　 ☎０２

書
予防接お知らせ

　予防接種対象年齢の方は無料で受けられます（対象年
齢を過ぎてしまうと全額自己負担になってしまいま
す）。普段忙しく時間のとれない方は夏休みを利用して
予防接種を受けましょう！
▶二種混合（破傷風・ジフテリア）
　対象者　11歳以上13歳未満
▶麻しん・風しん混合（ＭＲ）２期

　対象者　平成25年4月2日～平成26年4月1日生
　　　　　のお子さん
▶日本脳炎２期
　対象者　９歳～13歳未満
※予診票がない方は、母子健康手帳を持参のうえ健康増
進課（保健センター）へお越しください（二種混合、
麻しん風しん混合の予診票は４月に送付、日本脳炎２
期の予診票は９歳になる月末に送付しています）。

　【問合せ先】　健康増進課
　　　　　　　 ☎０２９－２４０－７１３４（直通）

全国家計構造調査へのご協力を
お願いします

【問合せ先】税務課
　　　　　　 ☎０２

全国家
お願いお知らせ

▶10月から11月までの２か月間、2019年全国家計構
造調査が実施されます。
▶この調査は、全国の家計の構造を総合的に明らかに
するため、総務省統計局が統計法に基づく基幹統計
調査として５年ごとに実施します。
▶調査により集められた個人情報は統計法により保護
され、厳重に管理されますのでご安心ください。
▶８月から調査員が世帯を訪問しますので、皆様の調
査へのご理解・ご協力をよろしくお願いします。

　　【問合せ先】企画政策課
　　　　　　　 ☎０２９－２１５－８００３（直通）
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対象税目

固定資産税

軽自動車税

納期

１期

全期
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